
 

 

役員報酬規程の改正について 

 

 

１ 役員報酬規程改正の考え方 

 

 平成２４年２月、国家公務員の給与の改定が行われ、国の指定職職員の給与に 

ついて、人事院勧告に伴う俸給月額の約０．５％の引き下げ、及び給与改定臨時 

特例法に伴う俸給月額等の９．７７％の引き下げが実施されたことから、当法人 

の役員の月例年俸等について所要の改正を行ったところである。 

 

２ 役員報酬規程改正の改正内容 

 

（１）月例年俸の改定 
 
   国の指定職職員に準じて、月例年俸の額について、約０．５％の引き下げ 

  を行った。 
    
   改正時期：平成２４年５月１日 

 

（２）特例措置 
  
   国の指定職職員に準じて、月例給、地域手当、業績年俸の９．７７％の引 

  き下げを行った。 
    
   改正時期：平成２４年６月１日 

 

資料２－５ 







別添

役員報酬規程新旧対照表

別表　役員基本年俸表 別表　役員基本年俸表

2,913,200

新 旧

号俸
基本年俸額

号俸
基本年俸額

月　例
年俸額

業　績
年俸額

月　例
年俸額

業　績
年俸額

1 8,640,000 2,897,100 1 8,688,000

3,371,900

2 9,312,000 3,122,400 2 9,360,000 3,138,500

3 10,008,000 3,355,800 3 10,056,000

4,265,200

4 10,944,000 3,669,700 4 11,004,000 3,689,800

5 12,660,000 4,245,100 5 12,720,000
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